
（
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す

る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

（
事
業
か
ら
生
ず
る
所
得
に
対
す
る
所
得
税
又
は
法
人
税
の
非
課
税
等
）

（
事
業
か
ら
生
ず
る
所
得
に
対
す
る
所
得
税
又
は
法
人
税
の
非
課
税
等
）

第
七
条

省

略

第
七
条

同

上

２
～

省

略

２
～

同

上

10

10

前
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

同

上

11

11

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

三

所
得
税
法
第
七
十
一
条
及
び
第
七
十
二
条
か
ら
第
八
十
七
条
ま
で
の
規
定
の
適

三

所
得
税
法
第
七
十
一
条
か
ら
第
八
十
七
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
総
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
総
所
得

こ
れ
ら
の
規
定
中
「
総
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
総
所
得
金
額
、
特
定
対
象

金
額
、
特
定
対
象
利
子
に
係
る
利
子
所
得
の
金
額
」
と
す
る
。

利
子
に
係
る
利
子
所
得
の
金
額
」
と
す
る
。

四
・
五

省

略

四
・
五

同

上

省

略

同

上

12

12

前
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

同

上

13

13

一
～
三

省

略

一
～
三

同

上

四

所
得
税
法
第
七
十
一
条
及
び
第
七
十
二
条
か
ら
第
八
十
七
条
ま
で
の
規
定
の
適

四

所
得
税
法
第
七
十
一
条
か
ら
第
八
十
七
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
総
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
総
所
得

こ
れ
ら
の
規
定
中
「
総
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
総
所
得
金
額
、
特
定
対
象

金
額
、
特
定
対
象
収
益
分
配
に
係
る
配
当
所
得
の
金
額
」
と
す
る
。

収
益
分
配
に
係
る
配
当
所
得
の
金
額
」
と
す
る
。

五
・
六

省

略

五
・
六

同

上

省

略

同

上

14

14

前
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

同

上

15

15

一
～
三

省

略

一
～
三

同

上

四

所
得
税
法
第
七
十
一
条
及
び
第
七
十
二
条
か
ら
第
八
十
七
条
ま
で
の
規
定
の
適

四

所
得
税
法
第
七
十
一
条
か
ら
第
八
十
七
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
総
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
総
所
得

こ
れ
ら
の
規
定
中
「
総
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
総
所
得
金
額
、
申
告
不
要

金
額
、
申
告
不
要
特
定
対
象
配
当
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。

特
定
対
象
配
当
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。

五
・
六

省

略

五
・
六

同

上

省

略

同

上

16

16

前
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

同

上

17

17

一
～
三

省

略

一
～
三

同

上

四

所
得
税
法
第
七
十
一
条
及
び
第
七
十
二
条
か
ら
第
八
十
七
条
ま
で
の
規
定
の
適

四

所
得
税
法
第
七
十
一
条
か
ら
第
八
十
七
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、



用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
総
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
総
所
得

こ
れ
ら
の
規
定
中
「
総
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
総
所
得
金
額
、
特
定
対
象

金
額
、
特
定
対
象
懸
賞
金
等
に
係
る
一
時
所
得
の
金
額
」
と
す
る
。

懸
賞
金
等
に
係
る
一
時
所
得
の
金
額
」
と
す
る
。

五
・
六

省

略

五
・
六

同

上

省

略

同

上

18

18

前
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

同

上

19

19

一
～
三

省

略

一
～
三

同

上

四

所
得
税
法
第
七
十
一
条
及
び
第
七
十
二
条
か
ら
第
八
十
七
条
ま
で
の
規
定
の
適

四

所
得
税
法
第
七
十
一
条
か
ら
第
八
十
七
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
総
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
総
所
得

こ
れ
ら
の
規
定
中
「
総
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
総
所
得
金
額
、
特
定
対
象

金
額
、
特
定
対
象
給
付
補
塡
金
等
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。

給
付
補
塡
金
等
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。

五
・
六

省

略

五
・
六

同

上

～

省

略

～

同

上

20

24

20

24

（
国
税
庁
長
官
の
確
認
が
あ
つ
た
場
合
の
更
正
の
請
求
の
特
例
等
）

（
国
税
庁
長
官
の
確
認
が
あ
つ
た
場
合
の
更
正
の
請
求
の
特
例
等
）

第
三
十
二
条

所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
三
十
七
号
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
、
法

第
三
十
二
条

所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
三
十
七
号
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
、
法

人
税
法
第
二
条
第
三
十
一
号
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
若
し
く
は
地
方
法
人
税
法
第

人
税
法
第
二
条
第
三
十
一
号
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
若
し
く
は
地
方
法
人
税
法
第

二
条
第
十
五
号
に
規
定
す
る
地
方
法
人
税
確
定
申
告
書
を
提
出
し
た
者
又
は
決
定
を

二
条
第
十
五
号
に
規
定
す
る
地
方
法
人
税
確
定
申
告
書
を
提
出
し
た
者
又
は
決
定
を

受
け
た
者
は
、
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
規
定
（
第
三
条
第
一
項
、
第
七
条

受
け
た
者
は
、
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
規
定
（
第
三
条
第
一
項
、
第
七
条

第
二
十
一
項
及
び
第
二
十
二
項
、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
三

第
二
十
一
項
及
び
第
二
十
二
項
、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
三

十
条
第
一
項
の
規
定
を
含
む
。
）
若
し
く
は
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
条
の
三
の
三

十
条
第
一
項
の
規
定
を
含
む
。
）
若
し
く
は
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
条
の
三
の
三

第
一
項
、
第
四
十
一
条
の
十
九
の
五
第
一
項
、
第
六
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
六
十

第
一
項
、
第
四
十
一
条
の
十
九
の
五
第
一
項
、
第
六
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
六
十

六
条
の
四
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
六
十
七
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
よ

六
条
の
四
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
六
十
七
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
よ

り
、
又
は
第
十
五
条
第
三
十
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の

り
、
又
は
第
十
五
条
第
三
十
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の

申
告
書
又
は
決
定
に
係
る
年
分
の
所
得
税
、
事
業
年
度
の
法
人
税
又
は
課
税
事
業
年

申
告
書
又
は
決
定
に
係
る
年
分
の
所
得
税
、
事
業
年
度
の
法
人
税
又
は
課
税
事
業
年

度
（
地
方
法
人
税
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
課
税
事
業
年
度
を
い
う
。
次
項
及

度
（
地
方
法
人
税
法
第
七
条
に
規
定
す
る
課
税
事
業
年
度
を
い
う
。
次
項
及
び
第
三

び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
地
方
法
人
税
の
国
税
通
則
法
第
十
九
条
第
一
項
に

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
地
方
法
人
税
の
国
税
通
則
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す

規
定
す
る
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
に
関
し
、
そ
の
内
容
が
異
な
る
こ
と
と
な
つ
た

る
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
に
関
し
、
そ
の
内
容
が
異
な
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に

場
合
に
お
い
て
、
外
国
の
租
税
に
関
す
る
権
限
の
あ
る
機
関
が
当
該
外
国
の
所
得
税

お
い
て
、
外
国
の
租
税
に
関
す
る
権
限
の
あ
る
機
関
が
当
該
外
国
の
所
得
税
又
は
法

又
は
法
人
税
に
相
当
す
る
税
の
課
税
上
そ
の
異
な
る
こ
と
と
な
つ
た
内
容
を
基
礎
と

人
税
に
相
当
す
る
税
の
課
税
上
そ
の
異
な
る
こ
と
と
な
つ
た
内
容
を
基
礎
と
す
る
こ

す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
た
こ
と
に
つ
き
国
税
庁
長
官
の
確
認
が
あ
つ
た
と
き
は
、

と
と
な
る
と
認
め
た
こ
と
に
つ
き
国
税
庁
長
官
の
確
認
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
確

当
該
確
認
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
以
内
に
、
税
務
署
長
に
対
し
、
同
法
第

認
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
以
内
に
、
税
務
署
長
に
対
し
、
同
法
第
二
十
三

二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
更
正
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
更
正
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
国
税
庁
長
官
の
確

２

租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
国
税
庁
長
官
の
確

認
が
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
居
住
者
の
各
年
分
の
各
種
所
得
の
金
額
（
所
得
税
法
第

認
が
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
居
住
者
の
各
年
分
の
各
種
所
得
の
金
額
（
所
得
税
法
第



二
条
第
一
項
第
二
十
二
号
に
規
定
す
る
各
種
所
得
の
金
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

二
条
第
一
項
第
二
十
二
号
に
規
定
す
る
各
種
所
得
の
金
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
、
内
国
法
人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
若
し
く
は
各
課
税
事

お
い
て
同
じ
。
）
、
内
国
法
人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
若
し
く
は
各
課
税
事

業
年
度
の
基
準
法
人
税
額
（
地
方
法
人
税
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
法
人

業
年
度
の
基
準
法
人
税
額
（
地
方
法
人
税
法
第
六
条
に
規
定
す
る
基
準
法
人
税
額
を

税
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
外
国
居
住
者
等
の

い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
外
国
居
住
者
等
の
各
年
分
の
各
種
所

各
年
分
の
各
種
所
得
の
金
額
、
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
若
し
く
は
各
課
税
事
業

得
の
金
額
、
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
若
し
く
は
各
課
税
事
業
年
度
の
基
準
法
人

年
度
の
基
準
法
人
税
額
の
う
ち
に
減
額
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

税
額
の
う
ち
に
減
額
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
七
条
第
一
項
中
「
国
税
通

お
い
て
、
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
七
条
第
一
項
中
「
国
税
通
則
法
第
二
十
三
条

則
法
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に

第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義

対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
第
一

に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
第
一
項
」
と
、
「
当
該

項
」
と
、
「
当
該
合
意
を
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
確
認
が
あ
つ
た
」
と
読
み
替

合
意
を
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
確
認
が
あ
つ
た
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

え
る
も
の
と
す
る
。

３

租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
国
税
庁
長
官
の

３

租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
国
税
庁
長
官
の

確
認
が
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
居
住
者
の
各
年
分
の
所
得
税
法
第
九
十
五
条
第
一
項

確
認
が
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
居
住
者
の
各
年
分
の
所
得
税
法
第
九
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
国
外
所
得
金
額
又
は
内
国
法
人
の
各
事
業
年
度
の
法
人
税
法
第
六
十
九

に
規
定
す
る
国
外
所
得
金
額
又
は
内
国
法
人
の
各
事
業
年
度
の
法
人
税
法
第
六
十
九

条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
外
所
得
金
額
の
う
ち
に
増
額
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
、
か
つ

条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
外
所
得
金
額
の
う
ち
に
増
額
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
、
か
つ

、
こ
れ
ら
の
金
額
が
増
額
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
当
該
居
住
者
の
各
年
分
の
所
得
税

、
こ
れ
ら
の
金
額
が
増
額
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
当
該
居
住
者
の
各
年
分
の
所
得
税

の
額
又
は
当
該
内
国
法
人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
法
人
税
の
額
若
し
く
は

の
額
又
は
当
該
内
国
法
人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
法
人
税
の
額
若
し
く
は

各
課
税
事
業
年
度
の
基
準
法
人
税
額
に
対
す
る
地
方
法
人
税
の
額
の
う
ち
に
減
額
さ

各
課
税
事
業
年
度
の
地
方
法
人
税
の
額
の
う
ち
に
減
額
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
場
合
に

れ
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
租
税
条
約
等

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
七
条
第
二

実
施
特
例
法
第
七
条
第
二
項
中
「
更
正
の
請
求
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
居
住
者
等
の

項
中
「
更
正
の
請
求
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義

所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二

に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
更
正
の
請
求
」
と
、
「
当
該
合
意
を
し
た
」
と
あ
る
の
は

更
正
の
請
求
」
と
、
「
当
該
合
意
を
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
確
認
が
あ
つ
た
」

「
当
該
確
認
が
あ
つ
た
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

省

略

４

同

上

５

租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
七
条
第
四
項
の
規
定
は
、
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

５

租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
七
条
第
四
項
の
規
定
は
、
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項
の
更
正
を
受
け
た
居
住
者
、
内
国
法
人
若
し
く
は
外
国
居
住
者
等
又

る
同
条
第
一
項
の
更
正
を
受
け
た
居
住
者
、
内
国
法
人
若
し
く
は
外
国
居
住
者
等
又

は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
更
正
を
受
け
た
居
住
者
若
し
く
は
内

は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
更
正
を
受
け
た
居
住
者
若
し
く
は
内

国
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
の
表
所
得
税
法

国
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
の
表
所
得
税
法

第
百
五
十
三
条
の
項
及
び
法
人
税
法
第
八
十
一
条
の
項
中
「
租
税
条
約
等
の
実
施
に

第
百
五
十
三
条
の
項
及
び
法
人
税
法
第
八
十
二
条
の
項
中
「
租
税
条
約
等
の
実
施
に

伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
と
あ
る
の

伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
と
あ
る
の

は
「
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に

は
「
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に

関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
第
二
項
又
は
第
三
項
（
国
税
庁
長
官
の
確
認
が
あ
つ
た
場

関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
第
二
項
又
は
第
三
項
（
国
税
庁
長
官
の
確
認
が
あ
つ
た
場

合
の
更
正
の
請
求
の
特
例
等
）
に
お
い
て
準
用
す
る
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所

合
の
更
正
の
請
求
の
特
例
等
）
に
お
い
て
準
用
す
る
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所



得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
と
、
同
表
法
人
税

得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
と
、
同
表
法
人
税

法
第
百
四
十
五
条
の
項
中
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
居
住

法
第
百
四
十
五
条
の
項
中
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
居
住

者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第

者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第

三
十
二
条
第
二
項
（
国
税
庁
長
官
の
確
認
が
あ
つ
た
場
合
の
更
正
の
請
求
の
特
例
等

三
十
二
条
第
二
項
（
国
税
庁
長
官
の
確
認
が
あ
つ
た
場
合
の
更
正
の
請
求
の
特
例
等

）
に
お
い
て
準
用
す
る
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と
、
同
表
地
方
法
人
税
法
第
二

）
に
お
い
て
準
用
す
る
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と
、
同
表
地
方
法
人
税
法
第
二

十
四
条
の
項
中
「
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税

十
四
条
の
項
中
「
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税

法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相

法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相

互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
第
二
項
又
は
第

互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
第
二
項
又
は
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び

地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６

省
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６

同

上


